
報告事項第１号

用途地域等に関する指定方針及び指定基準

市街化調整区域における地区計画の運用方針

の改訂について

 ●これまでの経緯

●用途地域の指定方針・指定基準

 用途地域に関する指定方針

用途地域に関する指定基準

●市街化調整区域内の地区計画の運用方針

●今後の予定について



用途地域等の指定方針・指定基準とは

用途などを決定する際の基本となる考え

指定方針：
まちづくりマスタープランの土地利用基本計画に基づき10

のゾーンを設定し、指定する用途地域の考え方を示していま
す。

指定基準：
用途地域ごとの建蔽率、容積率の組み合わせなどを示して

います。

改訂の趣旨：
用途地域の新設、上位計画の改定、日野市まちづくりマス

タープランの改訂を本方針・基準に反映



これまでの経緯

●H14.7
●H16.6
●H21.7
◆Ｈ23.8
◆Ｈ23.8 
◆Ｈ25.12 
●H26.9
●H29.9
●H30.4 
◆H31.4 
●R1.10
●R3.3 
◆R4  

用途地域等に関する指定方針・指定基準（東京都）改訂
東京都全域の用途地域等の一斉見直し
東京の都市づくりビジョン（東京都）改正
用途地域の権限が東京都から日野市へ移譲
市街化調整区域における地区計画の運用方針策定
用途地域等に関する指定方針・指定基準策定
都市計画区域マスタープラン（東京都）改正
都市づくりのグランドデザイン（東京都）策定
用途地域に「田園住居地域」が創設
日野市まちづくりマスタープラン改正
用途地域等に関する指定方針・指定基準（東京都）改訂
都市計画区域マスタープラン（東京都）改正
用途地域等に関する指定方針・指定基準、
市街化調整区域における地区計画の運用方針改訂

改訂経緯



用途地域等に関する指定方針



用途地域等に関する指定方針及び指定基準 用途地域に関する指定方針

用途地域の13種類

※用途地域は13種類あり、地域によって

建てられる建築物等がそれぞれ異なります



用途地域等に関する指定方針及び指定基準 マスタープランとの関連 

日野市まちづくりマスタープラン

日野市におけるまちづくりの羅針盤

土地利用構想の各地区に
応じたゾーンを設定し、
ゾーンに相応しい用途地
域を示す

日野市 指定方針及び指定基準

Ⅰ 用途地域等に関する指定方針

・用途地域に関する指定方針

・その他の地域地区に関する指定方針

・用途地域等の決定及び変更にあたっ

て留意すべき事項

Ⅱ 用途地域等に関する指定基準

・用途地域等に関する指定基準

・その他の地域地区に関する指定基準

目指すべき将来像を描き、

土地利用等のルールを示す



都市計画マスタープランの土地利用基本計画の各地域特性を踏まえた指定方針を示す

用途地域等に関する指定方針及び指定基準 用途地域に関する指定方針



複合市街地形成ゾーン（沿道型） 沿道型複合市街地形成ゾーン
準住居地域、
近隣商業地域

企業・工場立地形成ゾーン 産業拠点形成ゾーン 工業地域

住工調和形成ゾーン 住工共存形成ゾーン 準工業地域

その他の土地利用を図る地区 その他の土地利用を図る地区 適切に用途地域を指定

市街化を抑制する地区 市街化を抑制する地区 適切に用途地域を指定

用途地域等に関する指定方針及び指定基準 用途地域に関する指定方針

用途地域に関する指定方針の改訂内容

【改訂前】指定方針の各ゾーン名 【改訂後】指定方針の各ゾーン名 用途地域の指定方針

低層住宅地形成ゾーン 低層住宅形成ゾーン
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

中高層住宅地形成ゾーン 低・中層住宅地形成ゾーン
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

低中層住宅地形成ゾーン（沿道型） 沿道型低中層住宅地形成ゾーン
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

交流拠点形成ゾーン 都市拠点形成ゾーン
近隣商業地域
商業地域

生活密着型商業地形成ゾーン 生活拠点形成ゾーン 近隣商業地域



用途地域等に関する指定基準



用途地域等に関する指定方針及び指定基準 用途地域等に関する指定基準

用途地域等に関する指定基準の概要

 ｢用途地域に関する指定方針｣、｢その他の地域地区に関する指定方針｣、

これまでの指定の経緯を踏まえ、土地利用の基本となる基準を

用途地域（日野市では１２種類）ごとに示す。

「具体的な内容」

指定すべき区域、建ぺい率と容積率の組合せ、

高度地区、防火地域及び準防火地域、規模、地区計画等で定める事項など

※今回の改訂で田園住居地域を追加



用途地域等に関する指定方針及び指定基準 用途地域等に関する指定基準



用途地域等に関する指定方針及び指定基準 田園住居地域の指定基準



市街化調整区域における
地区計画の運用方針



市街化調整区域における地区計画の運用方針 市街化調整区域



市街化調整区域における地区計画の運用方針 地区計画



市街化調整区域における地区計画の運用方針 目的・基本方針・運用方針

目的

市街化調整区域の指定の趣旨をふまえた地区計画の適正な運用

基本方針の概要

運用方針の概要

市街化調整区域の指定の趣旨を堅持し、適用範囲を示す

(1)既存集落や既成住宅地の環境を保全するもの

良好な住環境の維持・保全をする

 (2)公共公益施設等の立地を適正に誘導するもの

日野市まちづくりマスタープランの内容に則した公共公益施設等の立地を適正に誘導する

 (3)地区計画を決定しない区域

  他の法令等で保全または災害規制がされている区域。例外規定を追加。



市街化調整区域における地区計画の運用方針 目的・基本方針・運用方針

日野市まちづくりマスタープラン（抜粋）



今後の予定
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用途地域等の見直し 用途地域（用途地域・建蔽・容積）、高度地区、防火地域、地区計画

日3.3.2号線
相武国道による整備区間

整備の見通しがたったため
用途地域の変更を行う

日3.4.1号線
都市計画道路の見直し区間

道路区域の見直しによる
用途地域の変更を行う

東豊田地区計画
組合施行により整備済の区間

日3.3.2号線の沿道・地区
計画の区域及び地区の変
更と合わせて用途地域の
変更を行う

その他
・ 平成16年（平成8年地形図）以降の地形地物等の変更に伴う見直し
・ 都市計画区域等の面積、国土地理院の行政面積、GISの面積の相違



用途地域等の見直し 今後の予定
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